
令和４年５月９日（月）
四国地方整備局 那賀川河川事務所

令和４年度水防月間の取組内容について
～洪水から守ろうみんなの地域～

■実施内容
国土交通省 那賀川河川事務所では、毎年５月（北海道では６月）の水防月間中に水

害から地域の安全と安心を守るため、防災に関する説明会や訓練を実施しております。

■水防月間とは
昭和６２年度から毎年５月１日～５月３１日の１ヶ月間を水防月間と定め、水害から

国民の生命と財産を守るために、国民全般に水防の重要性と水防に関する基本的考え方
の普及を図ります。また、水防に対する国民の理解を深め、広く協力を求めることによ
り、水害の未然防止又は軽減に資すること及び出水期を前にした水防体制の強化を図る
ことを目的として実施します。

１．【運動のテーマ】
“洪水から守ろうみんなの地域”

２．【運動の重点】
①水防の重要性の普及と水防訓練の実施
②水防体制の強化
③河川管理施設等の巡視、点検及び整備等

■具体的な取組内容
国土交通省 那賀川河川事務所では関係機関と協力して、下記のとおり説明会や訓練

を実施します。（詳細については別紙参照）。
①排水ポンプ車操作訓練 令和４年５月１３日(金)
②特別巡視訓練 令和４年５月２３日(月)
③堤防決壊シミュレーション 令和４年５月２６日(木)
④重要水防箇所の合同巡視・点検 令和４年６月 ２日(木)
⑤那賀川水系大規模氾濫減災協議会 令和４年６月 ２日(木)
⑥長安口ダム放流警報周知会 詳細は別途お知らせします
⑦水防技術訓練 令和４年５月２８日(土)
⑧河川における許可工作物の合同点検 令和４年５月 ９日(月)～３１日(火)
⑨洪水時の洪水対応演習 ４月２５日～２６日に実施済

【取材についてのお願い】

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、取材の際は対策の徹底をお願いいたします。

本施策は、四国広域地方計画「No.1南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への
「支国」防災力向上プロジェクト」の取り組みに該当します。

─ 問い合せ先 ─
国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所

副 所 長（河川） ◎矢野 慎二 内線（２０４）
や の しん じ

調査課長 川人 義功 内線（３５１）
かわひと よしかつ

電話（０８８４）２２−６４６１（代）
F A X（０８８４）２２−７０６２ ※◎：主な問い合わせ先



                                                別紙 

 

①  排水ポンプ車操作訓練  
 

１．目的 

国土交通省那賀川河川事務所では、豪雨時に家屋や道路などの浸水被害が発生した

場合、排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両を現地へ迅速に出動させ、排水を行う

ことで被害の軽減を図っています。 

 出水期を迎えるにあたり、下記の日時・場所において、災害対策車両の操作訓練を

実施し、操作方法や設置手順の確認を行います。 

 

２．実施日時・場所 

  【那賀川左岸】 

    日時：令和４年５月１３日（金）、８：３０～（予定） 

    場所：阿南市深瀬町中州地先（那賀川左岸：岡崎川樋門） 

  【那賀川右岸】 

    日時：令和４年５月１３日（金）、９：３０～（予定） 

    場所：阿南市宝田町川原地先（桑野川左岸：富岡新橋上流） 

  【桑野川】 

    日時：令和４年５月１３日（金）、１３：３０～（予定） 

    場所：阿南市宝田町川原地先（桑野川左岸：富岡新橋上流） 

※各場所とも訓練実施時間は２時間程度。 

 

３．参加人員 

  各箇所約１０名（協力会社、職員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材可能日 



                                                別紙 

 

②  特別巡視訓練  
 

１．目的 

国土交通省那賀川河川事務所では、那賀川・桑野川の直轄管理区間（長安口ダム除

く）における維持業者で構成する「特別巡視員」を対象に、適切な水防活動を実施す

るため、洪水時の堤防の異常な状態（漏水、洗堀、法崩れ、亀裂、越水等）を迅速か

つ的確に把握する訓練を行います。 

 

２．対象河川 

那賀川・桑野川の直轄管理区間（長安口ダム除く）を対象 

 

３．実施期間 

  国土交通省 那賀川河川事務所 

 

４．実施日時 

  令和４年５月２３日（月） 

 

５．参加人員 

  約２０名（特別巡視員、職員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

 

③ 

 

 

堤防決壊シミュレーション 

 

    

   

 

 

１．目的 

洪水や地震・津波による堤防決壊の事態に遭遇するリスクに対して日頃から問題意

識を持つとともに、万全の準備を図るための取り組みとして、堤防決壊を想定し、復

旧方法や資機材の調達方法を具体的に検討する訓練を実施しております。 

 

２．実施機関 

    国土交通省 那賀川河川事務所 

 

３．実施日時・場所 

    日時：令和４年５月２６日（木）１３：００～１７：００ 

    場所：国土交通省 那賀川河川事務所 

 

４．参加人員 約３０名 

 （河川災害応急復旧協定締結業者、防災エキスパート、国土交通省那賀川河川事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



別紙 

 

 

④ 

 

 

重要水防箇所の合同巡視・点検 

 

    

   

 

 

１．目的 

国土交通省那賀川河川事務所は、那賀川・桑野川の直轄管理区間（長安口ダムを除

く）の堤防において、洪水時に迅速かつ的確な水防活動の実施が図られるよう、出水

期前に阿南市と合同で堤防の巡視・点検を行い、重要水防箇所について周知徹底を図

ることとしています。また、水防に必要な情報交換も行います。 

※「重要水防箇所」とは、洪水時等に危険が予想され、重点的に巡視が必要な箇所 

で特に注意する箇所 

 

２．対象河川 

那賀川・桑野川の直轄管理区間（長安口ダムを除く）を対象 

 

３．実施機関 

    那賀川水防連絡会（阿南市、那賀川河川事務所） 

 

４．実施日時 

  令和４年６月２日（木） １３：３０～１５：３０（予定） 

 

５．参加人員 

 約１５名予定（職員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

                                                             



別紙 

 

 

⑤ 

 

 

那賀川水系大規模氾濫減災協議会 

 

    

   

 

 

１．目的 

過去の出水の教訓を踏まえ那賀川水系における堤防決壊や越水等に伴う浸水被害に

備え、関係機関が連携して減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一

体的、計画的に推進することにより那賀川水系において氾濫が発生することを前提と

して社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的に、平

成 28 年８月に減災対策に係る取組方針を取りまとめ対策を進めています。 

令和 4 年度についても下記の日程で開催し、令和３年度の取組状況や今後の取組に

ついて確認を行います。 

 

２．対象河川 

那賀川・桑野川・派川那賀川・坂州木頭川を対象 

 

３．実施機関 

    那賀川水系大規模氾濫減災協議会（阿南市・小松島市・那賀町・徳島県 

・徳島地方気象台・国土地理院・那賀川河川事務所） 

 

４．実施日時 

  令和４年６月２日（木） １０：００～１１：３０（予定） 

  場所 阿南市役所会議室（予定） 

 

５．参加人員 

 約２０名予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



別紙 

 

 

⑦ 

 

 

水 防 技 術 訓 練 

 

    

   

 

 

１．目的 

国土交通省那賀川河川事務所は、出水時における水防活動が円滑に実施されるよう、

水防団員等の水防技術の向上及び伝承を図るため、特に技術面に主眼を置き、水防の

技術的なリーダーを育成することを目的として、桑野川河川防災ステーションで阿南

市消防団、災害協定業者と合同で水防技術講習会を開催します。 

 

２．実施機関 

    国土交通省 那賀川河川事務所 

 

３．実施日時・場所 

日時：令和４年５月２８日（土）９：００～１２：００ 

場所：徳島県阿南市富岡町庄境地先（桑野川河川防災ステーション） 

 

４．参加人員 約５０名 

（阿南市消防署、阿南市消防団、河川災害応急復旧協定締結業者、徳島県、 

防災エキスパート、国土交通省那賀川河川事務所） 

 

                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

 

⑧ 

 

 

河川における許可工作物の合同点検 

 

 

 

 

 

１．目的 

国土交通省那賀川河川事務所は、那賀川・桑野川の直轄管理区間（長安口ダム除く）

に存する許可工作物（河川法に基づき設置が許可された樋門、樋管等）に対して、梅

雨や台風等による出水に備え、施設の機能確保を目的に点検や安全確認等を実施しま

す。 

この点検は、施設管理者と合同で各工作物を巡回し、機能に支障が生じていないか、

安全対策に問題がないか、点検・整備が適切に行われているかなどについて、確認を

行います。その結果、不良箇所や不十分な点があった場合には、施設管理者に対して

改善するよう指導を行います。 

 

２．実施機関 

    国土交通省 那賀川河川事務所 

  各施設管理者 

 

３．実施日時・場所 

日時：令和４年５月９日（月）～令和４年５月３１日（火） 

場所：那賀川・桑野川の直轄管理区間（長安口ダム除く） 

 

４．参加人員 各箇所約５名 

 

                                                

    

 

 

 




